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行事名 令和 6年度 阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会 

日 時 10月 10日（木） 場 所 小田南生涯学習プラザ 参加者数 41名(尼崎) 

内 容 ＜式典＞主催者挨拶 … 尼崎市育成会 鳥居会長、兵庫県育成会 井上理事長 

    来賓祝辞 … 尼崎市 松本市長、 尼崎市議会 北村議長 

＜研修会＞ 

テーマ「災害時の避難生活にどう備えるか」 

[講演]「マンホールトイレ～災害時に避難所のトイレが使えなくなったら～」 

 講師：尼崎市公営企業局 上下水道部 下水道建設課 山本 俊輔 氏 

[シンポジウム]「能登半島地震における災害ボランティアを経験して」 

 ・コーディネーター 木下 隆志 氏（兵庫県立大学大学院 社会科学研究科 教授） 

 ・シンポジスト   中川 陽介 氏（株式会社あふリズム 代表取締役） 

           上田 航太 氏（社会福祉法人福成会 清流園） 

※阪神地区７市１町の手をつなぐ育成会の尼崎市担当での開催。他市・町からの来賓・参

加者も含め、総勢 186 名。講演では実際にマンホールトイレの設置もしていただき大変

好評だった。シンポジウムでは被災地にボランティアとして赴かれた２名の方に避難所の

実状や被災者に寄り添った活動などをお話いただき、共助の大切さを改めて学んだ。 

  

令和 7年 1月 149号 

土と芽だより  

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

令和七年は巳年ですが、とても縁起の良い年だそう

です。ヘビが冬眠から目覚め地上に這い出すことか

ら、力を蓄えていたものが芽を出す「起点」の年、

脱皮する特性から「再生と誕生」、巳と実を掛けて

「実を結ぶ」などの意味があるとか。折しも 2025

年は大阪万博。少子高齢化やエネルギー課題などが

テーマになっており、まさに「再生と誕生」を象徴

する年になりそうですね。楽しみです。 

http://www.ikusei-ama.com/
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行事名 子育てカフェ part2 「小学校＆小学部の子の親の情報交換会」 

日 時 10月 16日（水） 場 所 まんまるはうす 1F 参加者数 15名 

内 容 *事前アンケートの質問に対して、各学校の事例を紹介 

＜質問内容＞ 

・就学に向けてどんな準備をしたらよいか、見学でどんなことを見ておいたら良いか 

・デイサービスの利用について 

・登校時～授業開始まですることがないのが苦手。他校ではどうしているか(学齢期)等 

＜感想＞ 

気になっていても、普段聞けない学校の事をたくさん共有し合うことが出来て、とても

有意義な時間を過ごせた。新入会の方にも参加いただき、子育てカフェの雰囲気を楽しん

でいただけたと思う。 

行事名 AプロⅡ委員会 

日 時 10月 16日（水） 場 所 まんまるはうす 2F 参加者数 6名 

内 容 1. 阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会（10/10）の DVDを視聴し、意見交換 

・災害時のトイレ使用に、女性はウエストゴムのロングスカートが便利。 

・災害時に戸惑わないように平時に簡易トイレなどの備蓄品の使い方をチェックする 

おいた方が良い。⇒【まんまるはうすの備蓄品のチェック】 

2. 今後の活動について 

・マンホールトイレの組立てを自分達でやってみたい→出前講座？ 

・まんまるはうすの備蓄品の追加について 

・防災訓練などのイベントに参加してはどうか 

 →尼崎がしている防災イベントに参加（会長、加藤） 

※地域で開催している防災訓練などの情報収集をする。 

行事名 就労支援部会・相談員研修会併催 

日 時 10月 17日（木） 場 所 まんまるはうす 2F 参加者数 5名 

家 形 演題：「コロロメソッドによる成人期の療育について」 

講師：社会福祉法人コロロ学舎加古川 加古川遊館・風水翆  施設長 羽田 雅幸氏 

・療育の目的…「発達支援」と「社会化」 

・成人期以降も療育が必要な理由 

・コロロメソッドとは  

①大脳の働きに基づいた行動分析と実践   ②集団療育   ③適応力を育てる 

 ④行動リズムを整える    ⑤概念学習（発語プログラム） 

・脳の階層構造と行動の見方  上位脳（意識レベル高）と下位脳（意識レベル低） 

*発達は下位脳から始まり上位脳へ進む。上位脳が弱いと下位脳が現出（本人の意思 

に関係なく行動してしまう）。 

・反射とは … ・原始反射 ・条件反射→自閉症の方に多く、こだわりになる 

・問題行動の発生メカニズム 

・「コロロ学舎加古川」の概要・活動内容 

・成人期の安定に向けて大切なこと 
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行事名 介護保険について（成年期研修会） 

日 時 10月 21日（月） 場 所 中央北生涯学習プラザ 参加者数 24名(外部 2) 

内 容 テーマ「６５歳問題・障害福祉サービスと介護保険について」 

講師：尼崎市障害福祉政策担当課長 山崎 氏、南部障害者支援課長 西田 氏 

   北部障害者支援課長 塩谷 氏、介護保険事業担当 田中 氏 

★介護保険制度への移行期における障害福祉サービスの利用について…西田課長より 

1. 介護保険制度への移行…65歳からは介護保険サービスが優先される。 

2. 介護保険へ移行するサービス、引き続き利用できるサービス 

…障害福祉サービス固有のものは引き続き利用可。（同行・行動援護、就労継続支援等） 

3. 南部・北部障害者支援課の役割 

4. 相談支援事業所（相談支援専門員）の役割 

  …事前に介護保険への移行を説明。65歳時には地域包括支援センターに相談し、ケア 

マネジャー選定やサービスの調整を一緒に行う。 

5. 第 2号被保険者（40～64歳の人）のサービス利用 

  …特定疾病（がん、リウマチなど 16疾病）を持つ方、南北支援課に要相談。 

★介護保険制度の概要…介護保険事業担当 田中氏より 

1. 介護保険制度とは  2. 国の介護給付、保険料の推移 3. 尼崎の介護保険     

4. 介護保険料     5. 対象者 

6. 介護保険サービス利用の流れ 

 （申請～認定）…南北保健センターで手続き→調査・医師意見書→判定（一次・二次） 

→介護状態区分の決定（非該当、要支援 1・2、要介護 1～5） 

※ 認定までに 2か月位かかる。ただしガン末期など急ぎの場合は早期に対応。 

（認定～サービス利用）…居宅介護支援事業者にケアプランを依頼→市へサービス計画 

提出→本人・サービス事業所等と協議しケアプラン作成→各区分のサービス利用 

※ 施設入所希望の場合…家族が直接、介護保険施設と契約 

7. 介護保険サービスの種類    8. 介護保険サービス利用料の負担割合 

9. 利用者負担軽減制度 

＜質疑応答＞ 

・サービスの申請に時間がかかるので早めにできないか⇒ 本当に必要になってから申請 

・ケアプランを頼むところが知りたい⇒ 市内に 200近くある。他市でも OK。 

・65歳から障害福祉サービスは使えないと言われて不安。⇒南北の障害者支援課に相談 

行事名 県学齢・本人活動支援部会（相談員研修会併催） 

日 時 11月 6日（水） 場 所 まんまるはうす(オンライン) 参加者数 12名 

内 容 テーマ「大人になっていく子どもたち～こころとからだの主人公に～」 

講師：せいかつをゆたかに実行委員会代表 

   福祉型専攻科ぽぽろスクエア  千住 真理子 氏 

1. はじめに 

2. 大切にしてほしいこと …自己肯定感、自分で決めること、「快」の体験を積む 
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3. 思春期について…3つの出会い（大人の体、もう一人の自分、好きな人） 

4. からだについて…男の子・女の子の体、命の誕生、セルフプレジャー、お付き合い等 

5. 最後に思春期はからだが大きく変化する。それに伴い、やむになまれぬ行動が出る時

があるが「発達要求」と捉えて自分のからだを知るチャンスと考える。からだについて学

び、自分のからだの主人公にしてあげることで自分のこころの主人公になる。 

行事名 県育成会 出前研修会 コース③「お金について」 

日 時 11月 13日（水） 場 所 中央北生涯学習プラザ 参加者数 35名 

内 容 テーマ「お金について考える ～考えてみませんか、子どもの将来～」 

講師：井上三枝子理事長／ 

又村常務理事の研修動画「障害のある人の暮らしとお金について」を視聴 

障がいのある人の暮らしとお金について、本人のライフステージと親の年齢を関連付けて

考える内容。児童期における収入要素は保護者の収入がメインだが、成人期は本人の工賃・

給料や障害基礎年金である、という前提で生涯にどう備えるかを学んだ。 

若い世代の会員の参加も多くすべてのライフステージの人にとって大切なお話が聞けた。 

 

 

 

現在、育成会では、グループホームや入所施設に入居が決まった会員に、「グループホーム一時金」

をお渡ししていますが、この度、以下のように決まりましたのでご報告します。 

 

 

●会員在籍年数に関わらず、すべての会員に「グループホーム一時金」が支払われる 

●一律５万円を年度末に支払う（※ただし、年度末に会員であること） 

 

 

●支払時期：入居時期により、①９月末 ②３月末 のいずれかに支払う 

（※ただし、年度末に会員であること） 

●以下の区分表に沿って定められた金額を支払う 

 

 

 

 

 

※平成 13年度以降に「積立金なし」を選択した地区会員は対象外とする 

 

 

 

現 行 

グループホーム一時金について [改訂] 

 

変更後 

《当事者本人の年齢区分表》 

A区分： ～S63（1988年）生まれまで……………５万円 

B区分： S64(1989年)～H5(1993年)生まれ……3万円 

C区分： H6(1994年)～H12(2000年)生まれ……1万円 
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地区会員さんへお知らせ 

令和７年 4月よりこれまで地区理事さんに取りまとめていただいていた異動・住所変更・名義

変更・退会などの各種届出に関し、地区会員さんは各自で届出をしていただくよう変更させて

いただきたいと思います。 

下記に手順を記していますが、オンラインでの申請が難しい方については今まで通り、直接、 

育成会事務所（TEL 06-6480-5845・FAX 06-6480-5846）へご連絡ください。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

公式 LINEに登録している方 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

公式 LINEに登録していない方 

下記 QRコードから読み取り⇒上記③同様に「メール作成画面はこちら」を押す⇒メール画面

に入力⇒そのまま送信④を押す 

 

＊各種変更届 メールアドレス           ＊退会届 メールアドレス 

http://mail-to.link/m9/x3h54h         http://mail-to.link/m9/2maczdh 

 

 

 

 

 

 

①⇒ 

②⇒ 

③⇒ 

⇐④ 

施設会員さんは当面の間今まで通り施設理事さん経由でお願いします‼ 

公式 LINEの画面の下部分の①「「各種変更届（異動、住所変更、名義変更）」又は②「    」を

変更内容に応じて押す⇒③「メール作成画面はこちら」を押す⇒メールの画面に入力 

⇒そのまま ④を押す 

各種変更届」 退会届 

送信 

http://mail-to.link/m9/x3h54h
http://mail-to.link/m9/2maczdh
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月日 曜日 行    事 月日 曜日 行    事 

10/６ 日 まんまるはーと（ﾐｰﾂ・ｻﾞ福祉） 11/６ 水 県学齢･本人活動支援部会 

10/7 月 中間監査   (相談員研修会併催) 

10/10 木 阪神地区保護者研修会 11/13 水 県出前研修会「お金について」 

10/16 水 AプロⅡ委員会 11/14 木 AプロⅢ委員会 

  子育てカフェ(小学生保護者の情 11/15 金 役員会 

  報交換会) 11/24 日 学齢期遠足（須磨シーワールド） 

10/17 木 就労支援部会・相談員研修会 11/29 金 阪神地区連絡協議会 

  (YouTube視聴) 12/1 日 近畿知的障がい者福祉大会 

10/18 金 差別解消支援地域協議会 12/3 火 役員会 

  まんまるはーとワークショップ 12/10 火 理事会 

10/21 月 介護保険について(尼崎市出前講座)   県大会の YouTube視聴 

  あまっこ部会 12/11 水 心障連役員会 

10/22 火 心障連役員会 12/14 土 キッザニア甲子園職業体験 

  くらし部会 12/16 月 あまっこ部会 

10/23 水 しごと部会 12/17 火 まんまるはーとワークショップ（県警察） 

10/24 木 まんまるはーとワークショップ 12/18 水 福成会理事会 

10/25 金 県障害者福祉大会（豊岡） 12/24 火 くらし部会 

10/26 土 ミーツ・ザ・福祉 12/25 水 しごと部会 

10/27 日 難病連フォーラム    

行事報告

＊第 28 回理事会  10 月 17 日 

1. 中間決算について <承認> 

2. 各部・研修会報告 

3. その他   

＊第 29 回理事会  12 月 10 日 

1. 新入会員について…阪神特別より 1名 

2.  次年度地区理事について…現行各 3地区より 1名ずつ⇒ 全地区より 2名選出 

  ※令和 7年４月から適用 

3. グループホーム一時金について…詳細は別紙  

4. 選考委員会について 

5. 火災保険について…値上がりに伴い、保険会社の見直し等を検討。 

6. 各部・研修会報告 


